
 

令和６年度 職員提案について 

 

１．募集内容   

○テーマ募集（その他提案） 

テーマ募集は、提案が必要とされる特定の事項について、期間を定めて募集するもの 

 

○施策・政策提案 

市の政策・施策に関するもの（ただし、自らの業務を除く） 

 

○事務改善提案 

市の行政事務の改善に関するもの 

 

○アイデア提案 

市民サービスの向上に関するもの 

 

 

２．提案件数・内訳 

・テーマ募集（その他提案） ０件      

・施策・政策提案      ０件  

・事務改善提案       ８件  

・アイデア提案       １件  

合計         ９件 （うち 採用２件、趣旨採用６件 不採用１件） 

   ※通常募集で２件、Nextりっとうプロジェクト内で７件提案があった。 

 

３． 提案の審査等 

◆令和６年１１月５日、１３日 

職員提案検討推進委員会（政策推進部長・人事課長・財政課長・教育総務課長で構成）にお

いて審査を行った。 

 

４．これまでの経過および今後の予定 

令和６年１１月５日、１３日  職員提案検討推進委員会にて審査 

１１月中旬～下旬   市長及び提案者に結果報告 

１１月２７日     総合調整会議に諮り、推進計画策定を指示 

１２月上旬      結果を職員に公開 

 

 

 

   
 

 
 

令和６年１１月２７日 

総合調整会議資料 
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令和６年度　第１・２回職員提案検討推進委員会　職員提案一覧

提案件名 案件内容 提案区分 提案者 審議結果 審議内容 主担当課 関係課

通話の自動録音装置の導入

カスハラ防止対策等のための、通話の自動録音装置の導入について

事務改善提案 個人 採用

開閉庁の時間の見直しも含めて進めていく
導入にあたっては、個人情報保護や情報公開の観点も踏まえ、音声記
録の取り扱いを要綱等で定める必要がある 人事課 財政課

栗東インターチェンジ出口における看板やモニュメン
ト設置について

歓迎の意を示す看板やモニュメントの設置を栗東インターチェンジ出口
に実施する提案

アイデア提案 個人 趣旨採用

市屋外広告物等に関する条例の趣旨や諸規定を尊重すべきであり、イ
ンターチェンジ出口に相応しい箇所がない場合、他の箇所にも設置を検
討する必要がある
また、費用対効果を鑑見て、「ふるさと納税・馬のまちのPR」などさらに
目的を持たせて行うと良いか

広報課 全課

開閉庁の時間見直しについて（ワークライフバランス
の実現を目指して）

開閉庁の時間を９時～１６時半とする提案

事務改善提案
グループ

（NEXTりっとうプロジェクトチーム）
趣旨採用

時間外の電話対応について

時間外の電話において、時間外のアナウンスを流す

事務改善提案
グループ

（NEXTりっとうプロジェクトチーム）
趣旨採用

支出負担行為兼支出命令の運用方法の見直しにつ
いて

５万円以下の消耗品費において、支出負担行為兼支出命令が可能と
する提案

事務改善提案
グループ

（NEXTりっとうプロジェクトチーム）
不採用

金額の大小に関わらず、地方財政制度の趣旨から消耗品費支払いを
兼命令扱いとすることは適切とは言えない

公開型GIS（都市計画図、白地図、景観特性図、屋外
広告物規制図、道路台帳）の導入について

近隣市では導入されている公開型GISを導入する提案

事務改善提案
グループ

（NEXTりっとうプロジェクトチーム）
採用

行政情報の「見せる化」の推進に資するものと考えられるため、全庁的
に取り組む

情報政策課 GIS関係課

業務マニュアル及び業務システム等作成ツールの導
入

現引き継ぎにおいて、改善するためのシステムの導入
および、庁外先で使用できるタブレット端末の導入

事務改善提案
グループ

（NEXTりっとうプロジェクトチーム）
趣旨採用

業務引継ぎやサービスの品質維持はＩＳＯ９００１による運用で検討すべ
きものだが、現実的には運用されていないことからこれらの整理も必要
と思われる
システム導入やタブレット支給等については、課題や問題を整理した上
で、DXの取り組みの一貫として、適切に検討すべきもの

人事課 情報政策課

地下駐車場の環境改善について

地下駐車場内の照明設置及び、車止めの設置

事務改善提案
グループ

（NEXTりっとうプロジェクトチーム）
趣旨採用

事故や犯罪抑制の観点から照明設置は有用であるが、車止めブロック
設置の必要性に関しては、基本的には運転免許保持者としての適性が
問われるのはないか 財政課

職員提案制度の改善について

現職員提案制度における改善案

事務改善提案
グループ

（NEXTりっとうプロジェクトチーム）
趣旨採用

現在担当課で進めている案件でもあり、提案を参考に改善すべき

地方創生企画課

総合窓口課など、特定の窓口だけに導入するのかや、窓口の時間と庁
舎の開錠の時間を何時にするか検討が必要

人事課
財政課
出先施設
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【参考資料】自動録音装置導入

自動録音装置導入している市

滋賀県彦根市

滋賀県長浜市

滋賀県米原市

兵庫県芦屋市

広島県三次市

北海道北見市

埼玉県越谷市

業務の公正かつ適正な執行を確保し、犯罪の防止及び職員への不当な圧力を排除すること

職員の電話対応品質並びに接遇意識の向上とトラブル防止のため

導入理由

行政サービスの質の向上等を図ることや職員に対する不当な圧力の排除

業務の公正かつ適正な執行を確保するとともに、犯罪の防止、職員への不当な圧力の排除及び行政サービスの向上

行政サービスの質の向上を図るとともに、公正な職務執行の確保

公正かつ適正な職務の執行を確保するとともに、犯罪の防止、職員への不当要求行為等の排除を図るため

行政サービスの質の向上を図るとともに、公正な職務執行の確保
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＜通話録音音声＞
導入開始時期 録音のアナウンス（発信） 録音のアナウンス（着信） アナウンスの内容 録音時間 転送後も電話録音されるのか 保存期間 責任者 規定や要綱

米原市 令和4年6月1日 事前アナウンスなし 録音する旨の事前アナウンスあり 「お電話ありがとうございます。米原
市役所です。電話応対の品質向上のた
め、録音させて頂きます。このままお
つなぎますので、このままお待ちくだ
さい。」

24時間 される 約3年。一定の容量
が超えれば、古い
データー順に消えて
いくシステム

政策推進部デジタル未来推進課長 規定あり

長浜市 平成28年3月 事前アナウンスなし 録音する旨の事前アナウンスあり 「こちらは長浜市役所です。電話応対
の品質向上のため、録音させて頂きま
す。このままおつなぎますので、この
ままお待ちください。」

24時間 される 録音がなされた日の
翌日から起算して３
０日を保存期間とす
る

総務課長 要綱あり

彦根市 令和5年6月26日 事前アナウンスなし 録音する旨の事前アナウンスあり 「彦根市でございます。品質向上のた
め、電話音声を録音させて頂きます。
このままおつなぎしますので、このま
まお待ちください。」

24時間 される 当該記録された日か
ら30日

総務部長
公有財産管理課長

要綱あり

＜時間外転送＞
時間外の電話対応 音声内容（各課直通に掛けた場合） 緊急時

米原市 各課による。宿直に自動的に転送さ
れ、掛かるパターン（自動アナウンス
がならない）と時間外でも直接課に電
話が通じる課がある。

音声なし。 課につながる場合は、課へ
それ以外は、自動的に代表電話へ転送
される。

長浜市 各課への直通電話は、開庁時間外は通
じない。音声案内のみ。
代表電話は、時間外でも宿直が対応。

「長浜市役所です。ただいまの時間は、
業務時間外となっております。業務時間
は●時～●時です。またお掛け直し下さ
い」で切れる。

代表電話に電話していただく。
代表は24時間365日つながる。

彦根市 各課への直通電話は、開庁時間外は通
じない。音声案内のみ。
代表電話は、時間外でも宿直が対応
（※緊急の場合のみ）

「こちらは彦根市役所です。開庁時間
は、平日午前９時から午後１６時４５分
です。御用の方は、開庁時間にお掛け直
しください。また、緊急の場合は、代表
電話0749-22-1411にお掛け直しくださ
い」で切れる。

代表電話に電話していただく。

大津市 各課への直通電話は、開庁時間外は通
じない。音声案内のみ。
（参考）
8時～19時＝コールセンター
※9時～17時までは、各課に転送して
くれるが、その時間を過ぎると後日改
めるように案内している。
19時～8時＝宿直室

「こちらは大津市役所です。開庁時間
は、平日午前９時から午後17時です。御
用の方は、開庁時間にお掛け直しくださ
い。また、緊急の場合は、代表電話077-
523-1234にお掛け直しください」のよう
なアナウンスで切れる。

代表電話に電話していただく。

草津市

８時３０分～１７時１５分以外は、自
動音声になる課と直通でつながる課
（建設課、河川課）がある。

「こちらは草津市役所です。開庁時間
は、平日午前8時半から午後17時１５分
です。御用の方は、開庁時間にお掛け直
しください。」のようなアナウンスで切
れる。

代表電話に電話していただく。
代表は24時間365日つながる。
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情報収集結果 照会した課・機関

・設置可能な土地の有無（市有地、民有地）

＜候補になりそうな場所が6カ所＞
市有地（地面）…①
市有地で看板が設置できそうな場所は、一カ所のみであった。しかし、その場所に設置した場合、懸念点が3点。1点目。カーブ内側のところであり、看板を設置したとし
たら、見通しが悪くなる可能性がある。2点目高速を下りた車のみの車線であるため、上りの車に「また起こし下さい」の表示はできない。3点目、設置面積がやや狭く、
横長の看板は難しい。縦長の看板のみの設置となる可能性がある。
市有地（壁面）…②
生涯学習センターの壁面に看板又は横断幕を設置すると、高速道路出口付近であるので、良い。しかし、懸念点が2点。高所作業となるため、費用が高価になる可能性があ
る。もう1点目は、数メートル先の民間が設置している看板との兼ね合いである。民間が設置をしている看板の大きさを厳しく規制している最中であり、栗東市が手前に看
板設置し、大々的に掲げるとなると、民間業者からクレームが生じる可能性がある。（栗東市の建物に設置するため、市が設置するならば、建物の半分の大きさまで設置
可能）
市有地（橋）…③
なごやかセンター近くの橋。土木交通課管轄の橋。橋の下には、高速道路がある。橋に横断幕をつける。安価でできる。設置する際も、歩道橋なので、車を気にせず、設
置しやすい。栗東インター出口に出た人のみでなく、高速道路を通った車すべてが栗東市の文字を見ることができる。しかし、土木交通課管轄の橋と言えど、高速道路上
であるので、NEXCO西日本の許可がいる。また、橋の作り上、横断幕の紐を設置できるような隙間がないか。
民有地（地面）
高速道路の出口周辺は、NEXCO所有の土地ばかりであった。
高速道路出口周辺で看板設置に適していそうな場所は下記の2カ所。
・1カ所目栗東料金所手前馬のモニュメント付近…④
馬のモニュメントは、どこの持ち物か確認中。手入れ・管理は、NEXCO西日本が実施。おそらくNEXCO西日本の所有物であろう。この場所であれば、上り線、下り線の中央
であり、「ようこそ」「またおこしください」の看板が裏表で作成可能。馬のモニュメントもあり、馬のまち栗東を誇張できる。しかしながら、本線の中央であり、設置
するには、交通規制が必要。維持管理の際も交通規制が必要。
・2カ所目高速道路出口のカーブ部分…⑤
信号待ちの人が見る可能性がある。カーブの外側なので、設置したとしても、見通しは悪くない。懸念点は、高速を下りた車のみの車線であるため、上りの車に「また起
こし下さい」の表示はできない。

固定資産税課
都市計画課
土木交通課

・NEXCO所有地の借用が可能かどうか（※賃料の発生の有無） NEXCO西日本によると、借用は可能。賃料も無償。しかしながら、具体的な場所を聞いての判断になる。管理は、市がおこなうこと。 NEXCO西日本

・色の制限
地色は、黒及び高彩度の色彩を使用しない
表示面及び、屋外広告物を掲出する物件に使用する色数を抑える

・高さや大きさの制限

＜屋外広告物等に関するガイドライン＞
市有地（地面）…①
第5種地域（栗東市屋外広告物等に関するガイドラインのP23）にあたる。しかし、自家用広告物になるのか、非自家用広告物になるのかで、大きさは、変わる。自家用広
告物であれば、高さ20センチまでのものが設置可能（横は制限なし）。非自家用広告の分類となれば、設置がそもそもできない。自家用広告物になるのか、非自家用広告
物になるのかは、都市計画課で協議が必要。
市有地（壁面）…②
第3種地域（栗東市屋外広告物等に関するガイドラインのP21）になり、学習支援センターの壁面2分の1の大きさまで、設置可能。
市有地（橋）…③
第2種地域（栗東市屋外広告物等に関するガイドラインのP20）になり、しかし、自家用広告物になるのか、非自家用広告物になるのかで、大きさは、変わる。自家用広告
物であれば、高さは、地上から10メートル以下。非自家用広告の分類となれば、設置がそもそもできない。自家用広告物になるのか、非自家用広告物になるのかは、都市
計画課で協議が必要。
1カ所目栗東料金所手前馬のモニュメント付近…④
③と同じ
2カ所目高速道路出口のカーブ部分…⑤
①と同じ。

※国又は、地方公共団体が表示する広告物は、上記の規制を適応除外にすることが可能。しかしながら、看板禁止物件の条件に当てはまる場合は、適応除外をしてはいけ
ない可能性やそもそも設置をしてはいけない可能性あり。高速道路が、看板禁止物件である「橋梁」、「道路の路面」に当てはまる可能性があれば、看板設置ができな
い。
※看板の高さが4メートルを超える者は、建築基準法に基づく工作物確認申請が必要。道路に突出する看板も草津警察署に届け必要。

都市計画課

・景観に関する規制 栗東市屋外広告物等に関するガイドラインに準ずる 都市計画課

・看板の場合→大きさ、片面（両面）、素材、文字、イラスト

大きさ
国土交通省の資料によると、速度40～60㎞/hの看板では、文字の大きさは、20センチを推奨している。看板の大きさは、文字数によるか。「栗東市ようこそ」であると、7
文字×20センチで140センチ以上は必要である。
片面か両面か
両面表示できる場所であれば、両面で実施するか。片面「ようこそ」片面「またおこしください」
素材
野立て看板は、車通りの多い国道沿いや田畑に建ててお客さんにPRするための看板。野立て看板であれば、野立て看板の柱部分は木材・鉄骨を使用、本体部分には主に鉄
枠・アルミフレーム+アルミ複合版を使用。
文字
市に訪れた方に歓迎の意を示すのであれば、言葉としては、「ようこそ」が良いか。また、栗東市に来たことを示すには、「栗東市」も最低限必要であろう。
イラスト
ゆるキャラや観光名所、その土地でとれる農産物、歴史的人物、市のマーク等を掲載している市が多い。

・モニュメントの場合→大きさ、素材、題材 未知数あり

・馬事業との関わり 馬のまち栗東であるので、馬事業と関連付けて事業を行うか

・製作費（デザイン料、作業料）

＜看板の場合＞４５万円～
デザイン料
１～５万円。複雑なデザインほど高価になる。
作成費
４.２万円
資材費
３万から８万円
施工費
３万から１５万円
運搬費
？
現場調査費
１．６万円～
高所作業代
３.３～６．６万円
交通誘導警備員
２．２万円～

＜横断幕の場合＞２．５～４万円程

・設置費
手数料（市）
市の看板であれば、手数料は不要。 都市計画課

・維持管理費（賃借料、点検費等）

賃借料
候補に挙げている場所は、賃借料は発生はしない。
点検費用
小型看板：10,000円～
大型看板：30,000円～
この上記の額以外に、屋外広告物点検に付随する費用（道路使用許可、交通誘導員、高所作業車、点検報告書作成）が必要な場合がある。

・単費 税金を使用してまでも作成するので、設置における効果を示すことができないと厳しいか。

・ふるさと納税の寄付金

ふるさと納税の寄付金を使用することを申請することが可能だが、財政課の判断で使用することができない可能性もある。ふるさと納税の寄付金は、トイレの修繕等の必
要経費に充てるということが多い。もし、看板を設置するならば、話題性も考えて、クラウンドファンディングで資金を集めるのも手ではないか。 広報課

財源

検討が必要な項目

  設置場所の確保

  法令等のよる規制の確認

  デザイン等

 費用　
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開庁時間の短縮をしている市（県内） （参考）勤務時間

滋賀県内 開庁時間 閉庁時間 備考 滋賀県内 始業 終業

大津市 9:00 17:00 2020年4月より 大津市 8:40 17:25

彦根市 9:00 16:45 2024年10月より 彦根市 8:30 17:15

長浜市 9:00 16:45 2025年1月より 長浜市 8:30 17:15

開庁時間の短縮をしている市（県外） （参考）勤務時間

市町村名 開庁時間 閉庁時間 備考 市町村名 始業 終業 備考

みよし市 9:00 17:00 みよし市 8:30 17:15

芦屋市 9:00 17:00 芦屋市 9:00 17:30

熊野市 8:45 17:00 熊野市 8:30 17:15

つくば市 8:45 16:30 つくば市 8:30 17:15

川西市 9:00 17:00 川西市 8:45 17:15 休憩45分、7時間45分勤務

美濃加茂市 8:45 16:45 美濃加茂市 8:30 17:15

京都市伏見区 9:00 17:00 京都市伏見区 8:30 17:15

古賀市2024年内に変更検討中

フレックス導入市（県外）

市町村名 開庁時間 閉庁時間 備考 市町村名 備考

寝屋川市 8:00 20:00

平日夜間（午後5

時30分～8時）の

市役所窓口の業

務は予約制

寝屋川市

コアタイムを設けない

左記の時間で働く時間を自

由に選べる

1カ月の総勤務時間を満たせ

ば、週休3日も可能

海南市 8:30 17:15 海南市

コアタイム（職員が必ず勤

務時間を割振る時間帯）は

９時から 16 時までの間の 4

時間、フレキシブルタイム

（職員が自身の裁量で出勤

時間を決められる時間帯）

は 6 時から 21 時の間で設

定

週休3日可能

宮崎市 8:30 17:15 宮崎市

左記の時間で勤務時間を柔

軟に設定し、1週間で38時

間45分の所定の勤務に調整

週休3日可能

（※2024年8月～10月でお

試し実施中）

勤務時間

8:00～20:00

9:00～16:00

（コアタイム）

6:00～21:00

（フレキシブルタイ

ム）

7:00～20:00
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公開型GISの導入について
建設部 都市計画課 作成資料

1
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そもそも、公開型GISとは
2

★行政情報をデジタルの地図上に表現し、市民や事業者向けに閲覧・活用するシステム。
システムの導入によって、市民・事業者は来庁せずに、いつでもインターネット環境から
確認できる。

〇現状及び問題点(問題となる事柄)

・市HP上で、都市計画図・白地図の縮尺を自由に変更し出力が出来ない。
→窓口でしか縮尺を設定して印刷が出来ないため、来庁者が多く、また、電話での問
い合わせの対応も多い。

・市HP上の景観特性図、屋外公共物規制図の縮尺が大きく、画質が荒っぽく、不鮮明
である。道路台帳は、土木交通課窓口でしか取得できず、HP上で公開していない。

〇改善案(課題の解決策)

大津湖南６市（湖南４市と大津市・湖南市）の中で導入していないのは、栗東市だけであ
り、国のデジタル化に関する法整備、国からの都市計画情報デジタル化・オープン化の要請
を鑑みると、次年度でのシステム導入・地形図修正が急務である。
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そもそも、公開型GISとは（野洲市・彦根市HP引用）

3
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栗東市の都市計画情報のHP掲載方式（PDF形式のみ）

ここをクリック
例えば、
■「地形」009 (栗東市役所周辺)をクリックすると、

4
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栗東市の都市計画情報のHP掲載方式は（PDF形式掲載）

縮尺 1:2500

縮尺は、1:2,500である。
↓
用紙設定がAOサイズ
↓
A3サイズで印刷すると、
↓
地形図が細かくなる

例：左の赤い丸
「栗東市役所」は、

「小さすぎて読めない！」

※ A０サイズで印刷しないと、
十分に活用できない。

5
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他市の都市計画情報のHP掲載事例（左草津市、右湖南市）

栗東市は、市の窓口でしか、縮尺を調整出来ない。
他市は、公開型GISでネット上で自由に印刷、縮尺変更が可能。
⇒地形図、都市計画図、屋外広告物規制図、景観図、道路台帳等

縮尺 1:2500

6
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5

6

20

31

46

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

防火地域の指定エリアの確認

地区計画区域図・整備計画の確認

屋外広告物規制エリアの確認

景観特性エリアの確認

用途地域の確認（建ぺい・容積率含む）

都市計画課 内容別窓口・電話対応件数

（9/17(火)～10/11（金） 計18日間において集計）

防火地域の指定エリアの確認 地区計画区域図・整備計画の確認
屋外広告物規制エリアの確認 景観特性エリアの確認
用途地域の確認（建ぺい・容積率含む）

既に、HP上で公開している項目である。

7

上位３項目が公開型
GISの導入項目を予定

している
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都市計画課 内容別窓口・電話対応件数（各週別）

用途地域図 景観特性図 屋外広告物規制図 地区計画区域図 防火地域の確認

8
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都市計画課来庁者内訳・都市計画図等販売実績

63%

23%

10%

4%

都市計画課来庁者（60人）内訳

不動産関係 建築関係 土地家屋調査士 その他

6

13

9

7

2

7 7
6

16

18
17 17

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

9/17～9/20 9/24～9/27 9/30～10/4 10/7～10/11

都市計画図等 販売実績

都市計画図 白地図 道路台帳

9
「不動産の調査」や「建築にあたっての規制確認」が約８割
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公開型GISについての費用対効果検証にあたって（評価の観点）①

• 調達費用以上の効果を見込めるか。

ア）業務の効率化、コストの削減（人件費、用紙・インク代）

イ）オンライン化による市民サービス（業者含む）向上【便益効果】

• 調達費用は、妥当であるか。→ 妥当である。

• 仕様について、オーバースペック又は、不足していないか。

→最低限の仕様とし、導入後、すぐに効果が表れるよう検討した。

10
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公開型GISについての費用対効果検証にあたって（評価の観点）②

• 調達費用以上の効果を見込めるか。

ア）業務の効率化、コストの削減（人件費、用紙・インク代）

■「効率化される業務時間（時間／年）×職員の想定人件費（円／時間）×公開型GIS導入

の効果がおよぶ時間（導入から最低でも５年間利用を想定）」にて計算

⇒ 60時間(平均5分×月60人×12ヶ月)×1,635円（とある主事級時間給）×５年間となり、

490,500円の業務効率の効果につながる。

■調達費（導入年度に計上する経費として）

⇒ 導入費（495,000円） Ｒ６年度末に導入を過程した場合。【Ｒ６年度】

☆ ５年間で、導入費(495,000円)で業務効率効果(490,500円)を実現！ ※ 維持費は考慮しない。

11
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公開型GISについての費用対効果検証にあたって（評価の観点）③

• 調達費用以上の効果を見込めるか。

イ）オンライン化による市民サービス（業者含む）向上【便益効果】

■「市役所への移動に係る時間コスト（時間×時給）×人数（人／年）」にて計算

⇒ 750円(平均0.5時間×1,500円)×720人となり、540,000円の便益効果につながる。

■維持費（導入年度の翌年度から５年間に計上する経費として）

維持費（主にシステム利用料）、保守費（毎年457,600円）【Ｒ７年度～１２年度】

★ 年間の維持費(457,600円)は、便益効果(540,000円)を実現し、システム導入が社会に

もたらす効果が維持費用に見合っており、導入すべきと考える。

12
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期待される効果 

【職員目線】 

☆ 窓口・電話対応の時間の削減に繋がり、職員の負担軽減 

→ 削減した時間を他の業務に時間を充てられる。（都市計画課・土木交通課ともに） 

☆ 行政のデジタル化、高度化 

→ 窓口での印刷の回数が減少し、プリンター等の備品や消耗品に係る負担軽減。 

【市民・事業者目線】 

☆ 事業者（不動産会社、宅地建物取引士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等）の不動産

調査に係る時間の削減や市役所への移動にかかるコスト削減 

→ 事業者の利便性向上、市民サービスの向上につながる。 

☆ 従来の PDF形式から GISへ移行することで、より自由度の高い行政サービスを提供 

→ 利用者が特定の場所を指定し、希望の縮尺で、印刷が可能となる。 

☆ これまでに市 HP上で掲載がありながらも見にくかった景観図・屋外広告物の規制図

や掲載がなかった道路台帳が手軽にアクセスできる。 

→ 事業者の利便性向上につながり、いつでもどこでも利用できる市役所と近づく！ 

まとめ

13

- 39 -



- 40 -



- 41 -



- 42 -



- 43 -



- 44 -



- 45 -



- 46 -



- 47 -



提案書 

 

 受理番号  6-6 

グループ番号 非公表 

提案件名 地下駐車場の環境改善について 

提案区分   ■ 事務改善提案     □ アイデア提案 

現状及び問題点(問題となる事柄) 

・地下駐車場が暗いことにより、接触事故等が発生するリスクが高くなっている。 

・運転が不慣れな職員のプレッシャーになっている。 

改善案(課題の解決策) 

・車止めの設置 → 車止めの箇所（23箇所）下図黄色部分に設置 

・人感、明暗センサー等のライトの設置 → 下図桃色部分に設置 

※自然光が入ってこなくなる夕方から日没以降に一定程度の明るさがあるとよいです。 

・バックモニターの導入  

→順次、リースが切れるタイミングでバックモニターとドライブレコーダー導入中とのこと。 

期待される効果 

・公用車事故の減少 

・地下駐車場に公用車を駐車するハードルが下がる。 

 

１２号車 １０号車 ７号車 ６号車 ３号車 ２号車 こども家庭セン
ター

滋賀501
そ8695

滋賀580
て729

滋賀501
ひ4661

滋賀501
ち9492

滋賀301
は8789

滋賀301
ほ8745

滋賀480
け9341

 (ステップワゴン) (エッセ) (ヴォクシー) (セレナ) (プリウス) (プリウス) (ﾐﾆｷｬﾌﾞ・ﾐｰﾌﾞ)

　 ２３号車 ２４号車 １１号車 １号車 ８号車 １５号車

滋賀480
た8581

滋賀480
け4197

滋賀580
ち176

滋賀300
ら7280

滋賀480
な3513

滋賀580
に2840

(ハイゼット) (ハイゼット) (エッセ) (プリウス) (ハゼット(軽ﾄﾗ)) (アイミーブ)

２１号車 ２２号車 ２６号車 道路河川課

滋賀480
け4196

滋賀480
こ9868

滋賀480
こ3694

滋賀480
て1879

(ハイゼット) (ハイゼット) (ハゼット(軽ﾄﾗ)) (ハイゼット)

危機管理課
(指令車)

教育長車 副市長車 市長車 議長車

滋賀800
す7236

滋賀501
ゆ3425

滋賀301
ぬ7978

滋賀301
そ7679

滋賀300
め2592

(エクストレイル) (シエンタ) (プリウス) (エスティマ) (エスティマ)

蛍光灯設置個所 蛍光灯設置希望個所 　　　車止め設置希望個所

△
▽

倉　庫 倉　庫

倉　庫

４号車９号車

【出入口・スロープ】

滋賀100
す1443

滋賀501
に2031

滋賀301
の8126

５号車

△▽

△
▽

(プリウス)

庁舎地下駐車場・配置図

公用自転車
（契管課管理）

３台

（長福課管理）

２台
(ハイエ-ス) （ノア）
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職員提案に関する意見書 
所属名 地方創生企画課 

提 案 名 
提案番号（№6-7 ） 

職員提案制度の改善について 

提案の実現性について 

■ 実現可能である。 
□ 実現は難しい。 
□ 既に実施している。 
□ その他（                     ） 

上記の理由について 

・職員提案促進のためのインセンティブの導入（提案するメリ

ット） 
→人事評価の能力評価の項目に反映できないか、人事課と協議

して参ります。 
 
・提案できる機会を増やす 
→職員提案は通年募集をしていますが、提案の希望があれば、

受付致します。周知が弱いため、周知徹底に努めます。 
→プロジェクト会議や職員研修などの機会を活用し、提案書作

成に必要な時間を確保したらよいのではないかという提案に関

しては、今年度実施した Next りっとうプロジェクト等を活用

しながら、実施していきたいと考えています。 
 
・提案しやすい環境をつくる 
 →課題の抽出と改善策の提案を分けて意見募集するなど、提

案方法についても工夫すると良いのではないかという提案に関

しましては、実施可能と考えています。 
また、課題と改善策を１人のみで作成するのは、困難である

という意見やデータライブラリがあると良いのではという提案

に関しましては、地方創生企画課が提案者の希望に応じて、担

当課への現状の確認などを含め、提案内容の精査に必要な側面

支援を行うことを明示していきたいと考えています。 
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